
 

 

 

 

 

  利害関係者の求め等  

 

 産業所管大臣からの要請  

 

 

 

 

 

      調査開始決定  

 

  調査（原則１年以内）  

 

                                           （意見・証拠の提出） 

 暫定発動
(200日以内)

     

 

 利害関係国との協議  

                                                         

        発動が必要  発動が不要  

 (輸入増加による損害認定)    

 

      措置内容の決定  

 

    利害関係国との代償交渉  

 

  セーフガード措置の発動  

 

一般セーフガード措置の発動手順 
 

経済産業大臣､財務大臣､

産業所管大臣の協議 


